
 

 

 
１．授業のねらい・概要  

  学生は，学校教育の現場で，養護教諭の職務と役割の実際を学ぶ。また，児童生徒及び教職員と直接

かかわることにより，健全な子ども観，教師観，教育観を形成する。  

 

２．学修の到達目標  

１．学校保健活動の目的と実際について理解し述べることができる。（ D - 1）  

２．学校保健活動における養護教諭の職務と役割を理解し述べることができる。（ D - 2）  

 ３．体験を通じて養護教諭としての望ましい態度を身につけ実践することができる。（ D - 2）  

４．学生自らの養護教諭としての適性を評価することができる。（ D - 2）  

５．学校全体の保健管理，児童生徒への保健指導の方法を理解し実践することができる。（ D - 2）  

６．保健室に来室する児童生徒への保健指導の方法を理解し実践することができる。（ D - 2）  

７．保健学習にかかわり（例えば保健授業の担当，Ｔ・Ｔ担当，資料提供等），専門的な知識や技術

を理解し実践することができる。（ D - 2）  

 

３．授業の進め方  

   実習場所は学生個々の小・中学校の母校にて行う。具体的には下記の４．授業計画のとおり進める

が，実習の具体的な内容は，実習期間中の学校行事との兼ね合いを考慮して各学校と調整する。  

3 年次のうちに実習校を訪問し受け入れの可否を確認して，実習校を確保する。  

 

【アクティブ・ラーニング実施の有無】   

アクティブ・ラーニング型科目（実習）である。  

対話・議論型授業・グループワーク等を用いる。  

 

 【 I C T 活用実施の有無】  

  I C T は活用しない。  

 
４．授業計画  (実習 /実技 )  <事前・事後指導を含む >  

授業内容  授業形態  事前事後学修  担当  

１．事前学習  2 日間  

実習オリエンテーション，  

実習目標の作成，対象理解，  

保健学習指導案作成 等  

講義  

(一部演習を含む )  

 

養護実習指導  

(実習校校長，指

導教員  他)  

 

実習成果発表会  

まとめ  他  

①事前学修  

テキスト( 2 部)の該当

箇所の予習  

②事後学修  

配布資料の精査とまと

め  

課題学習  

③予習復習  

それぞれ 9 0 分程度行

なうこと。  

④実習成果発表会の準備

とまとめ，課題学習  

佐光恵子  

２．臨地実習（小・中学校）  4 週間   

学校長，養護教諭及び教職員の指導  

の下実施  

科目担当教員の訪問指導 他  

３．事後指導  3 日間   

実習のまとめ・発表  

 

養護実習 4 年・前期 5 単位 5 週間 教授 佐光恵子 

科目カテゴリー 教職科目 科目ナンバリング 37011304 



 

 

５．成績評価の方法・基準  

   実習校における評価 8 0％，事前・事後指導 2 0％で総合的に評価する。  

  成績評価は，「 2．学修の到達目標」に示した達成状況を，ルーブリック評価とする。尚，ルーブリ

ック評価表に関する詳細は，第 1 回講義内で別途説明する。  

  定期試験の出題範囲，出題方法等は，事前に口頭で指示する。  

 

６．テキスト・参考文献  

参考文献：3 年次で使用したテキスト他  その他適宜紹介する。   

 

７．準備学習に必要な時間，又はそれに準じる程度の具体的な内容  

  学校教育・学校保健・養護教諭の職務等について，予習復習をそれぞれ 9 0 分程度行なうとともに，

学習指導要領(文科省 )に記載されている小・中学校の学習内容を確認しておく。  

 

８．受講上の留意事項  

  新型コロナウイルス感染症等の流行状況に伴い，教育実習期間等の変更が想定されるため，実習受け

入れ校の状況に合わせて調整の上，進めていく。  

本授業科目「養護実習の事前・事後指導」においては，実習生と日程調整の上，集中講義を予定して

いる。日程等は早めに掲示するので確認すること。  

教職に関する科目が全て単位修得できている場合に実施できる。  

   

９．課題に対するフィードバックの方法  

  提出された課題は教員が内容を確認して返却する。実習中は実習校の指導に従う。  

 

1 0．卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連  

教職の必修科目であり，修得できない場合は免許状取得不可となる。  

 

1 1．該当する本授業は，以下の実務経験を活かして実施される  

群馬県下の公立学校の養護教諭，及び群馬県教育委員会指導主事の実務経験を活かして，指導を行

う。  
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